
公益社団法人全日本病院協会会長殿

令和 2年度病床機能報告の実施について

医政地発0930第5号

令和 2年 9月 30日

標記について、別添のとおり、各医療機関に対し周知しましたので、ご了知の上、各医

療機関の報告が円滑に行われますようご配慮願います。
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（別添 1)

令和 2年 9月

病床機能報告制度対象医療機関御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

令和 2年度病床機能報告の実施について

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所で、あって一般

病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院）としづ。）は、毎年7月 1日

時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都

道府県知事に報告することとしています。。

報告は、調査専用サイトから実施していただきます。各医療機関におかれましては、添付の

マニュアル等をご確認の上、期限までに報告を実施いただきますようお願いいたします。

［同封資料】

・病床機能報告に関する作業の概要

－令和 2年度病床機能報告マニュアル①

．令和 2年度病床機能報告マニュアル②

・令和 2年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書・記入要領

．令和 2年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書・記入要領

・ID ・パスワード通知書（兼送付状）

・返信用封筒

［病床機能報告調査専用サイト】 ※2020年10月 1日開設

URL : https: //byousyoukinouhr2. azurewebsi tes. net 

【照会窓口】
「一一一
厚生労働省『令和2年度病床機能報告』事務局（委託先：株式会社三菱総合研究所）
蝿麗照会窓口

電話（フリーコール） 0120-989-459 ［平日 9:30-17:30受付］

FAX番号： 03 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付］

※FAXでのお問い合わ世の際は、医療機関 ID、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず
記載のうえ、お問い合わせください。

裏面もご確認ください司

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



【医療機能の選択について】

病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能を選択し、ご報告いただきます。

医療機能の選択にあたっての基本的な考え方及び留意点については、同封した「令和 2年度

病床機能報告マニュアル①」に記載しておりますのでご参照ください。

特に、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性

期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択していただくようお願いします。

［報告様式2について】

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症対応下であること、また令和3年度病床

機能報告において診療実績の通年化（令和2年4月から令和 3年3月の診療実績の報告）が検

討されていることから、レセプト情報による診療実績の報告を求めないこととなりました。従

って、レセプト情報による診療実績の報告、すなわち報告様式2による報告は実施しません。
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｜ 令和2年度病床機能報告に関する作業の概要

－本資料は、病床機能報告に係る作業の全体像を確認いただくことを目的に、

：／ト 報告マニュアル等に記載された内容を簡易的に示したものです。

iムムム ．実際の報告に当たっては、報告マニュアル等をお目通しの上で作業いただきますよう

！ お願いいたします。
L・－－－－－－－－ー－－－－－－－－－ー－－－－－－－－－ー－－－ー－－－－－ー－－－－－－－－－ー－－－－－－－

1.報告様式と報告期限の全体像

報告いただく様式 報告様式1

報告期間 提出期間：

（提出期限） 令租2年10月1日（木｝～11月30日（月｝

※ご提出いただいた報告内容に疑義がある場合に

は、修正と再提出（12月1日以降）をご依頼するこ

とがあります。

※令和2年度病床機能報告では、報告撮式2による報告の実施はありません。

2.作業フローの全体像

－遭且車通E・～本日よりご対応いただきたいこと～

－下記のA、Bのいずれかに該当するかどうかを確認してください。

A：報告対象医療機関に該当しない場合（注1)

B：インターネット環境が整っていないためWEBフォームを用いて報告できない医療機関

等、紙媒体での報告を希望する場合

－該当する場合は、それぞれ以下のご対応をお願いいたします。

Alと該当： 11月30日（月）までに、同封の「令和 2年度病床機能報告「報告対象外医療機関J
申告書jをご提出ください。

Bに該当：「令和2年度病床機能報告紙媒体希望申告書」をご提出ください。 （注2)
（注1）報告対象医療機関の定義については、報告マニュアル②の2ペ一三；；をご参照下さい。

なお、昨年度から定義の変更はありまぜん。
（注2）記入方法等については「紙媒体希望申告書 記入要領Jをご参照下さい。

.=II歪]El・～10月 1日（木）よりご対応いただきたいこと～．．． 
令和2年度から、原則、調査専用サイト上のWEBフォームを用いてご報告いただきます。

10月 1日（木）に、報告用WEBサイト（調査専用サイト）を開設します。

調査専用サイトにアクセスし、 WEBフォームにて入力作業を開始してください。

提出ち調査専用サイト上で行うことが可能です。

調査専用サイトのURLおよびログインID、パスワードは送付状に記載されています。

置重自霊園 ～11月30日（月）までにご対応いただきたいこと～

10月1日（木）より、調査専用サイト上で報告様式の受付を開始します。

11月30日（月）までに必須項目の入力を完了し、提出をお願いします。

置璽自霊園 ～12月1日（火）よりご対応いただきたいこと～．． 
提出いただいた報告様式に疑義がある場合には、事務局よりお問合せすることがあります。

修正が必要な場合には、 12月31日（木）までに修正を完了し、提出をお願いします。

※12月28日（月）以降に提出いただいた場合、事務局からのご連絡は年明け以降になります。
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＜①基本編＞

※本書では医療機能の選択にあたっての考え方について記載しています。
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1.病床機能報告の基本的な考え方

病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基

に、地域における医療機能の分化・連携を進めることが目的です。各医療機関においては、そ

の有する病床において主に担っている医療機能を自主的に選択し、病棟単位で、その医療機能

について、都道府県に報告してください。回復期機能を担う病床が各構想、区域で大幅に不足し

ているとの誤解が生じないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、「急性期を経過した患者

への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテーシヨンを

提供していなくてち回復期機能を選択できることや、回復興月機能について、「リハビリテーシヨ

ンを提供する機能Jや「回復期リハビリテーション機能Jのみに限定するちのではないことに

留意し、適切な病床機能を選択することが重要です。

なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための目安として、地域

医療構想調整会議で活用する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に

比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で協議が行われるよう、厚生労働省として

ち引き続き、先行している県の取り組みを紹介する等の技術的な支援を行っていきます。

2.病院

2-1.各病棟の病床が担う医療機能について

病床機能報告においては、病棟ことに病床が担う医療機能をご報告いただきます。各医療機

関のご判断で、下表の4つの中から 1つご選択ください。

なお、看護人員配置別に設定されている入院基本料と病床機能報告上の医療機能との関係に

ついては、看護人員配置が手厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて診療報

酬が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護人員配置が手厚い場合であって

ち、実際に提供されている医療機能を踏まえて報告するちのです。
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医療機能の名称 医療機能の内容。急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に晶い医療を提

供する機能

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など

実際に提供されている医療内容の観点から、高度急性期機能と判断されるものにつ

いて適切に報告すること。

・一般病棟入院基本料 （急性期一般入院料 1～3)

－特定機能病院入院基本料 （一般7対1入院基本料）

・専門病院入院基本料 （一般7対1入院基本料）

※ 高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケ7ユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小

高度急性期機能 児集中治療室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密度が特に

高い医療を提供する病棟

※算定する特定入院料の例

－救命救急入院料 （救命救急入院料 1～4)

－特定集中治療室管理料 （特定集中治療室管理料 1～4)

・ハイケ7ユニット入院医療管理料 （ハイケ7J.ニット入院医療管理料 1～2)

－脳卒中ケ71ニット入院医療管理料

・小児特定集中治療室管理料

－新生児特定集中治療室管理料 （新生児特定集中治療室管理料 1～2)

－総合周産期特定集中治療室管理料 （母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室

管理料）

－新生児治療回復室入院医療管理料。急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など、

実際に提供されている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて

適切に報告すること。

・一般病棟入院基本料 （急性期一般入院料1～7)

急性期機能 －特定機能病院入院基本料 （一般7対1入院基本料、一般10対1入院基本料）

－専門病院入院基本料 （一般7対1入院基本料、一般 10対1入院基本料）

（ 一般病棟入院基本料叶般入院料 1～2) 〕
－専門病院入院基本料 （一般 13対1入院基本料）

※ 算定する特定入院料の例

－地減包括ケア病棟入院料 （地減包指ケア病棟入院料 1～4、地域包括ケア入院医療管理

料1～4)。急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供す

る機能。特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、 AD Lの

向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能 （回復期

リハビリテーション機能）

※ 以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から回復期機能と判断されるものについて適切に報告すること。

回復期機能 ・一般病棟入院基本料（急性期一般入院料4～7、地域一般入院料 1～3)

－特定機能病院入院基本料 （一般 10対1入院基本料）

－専門病院入院基本料 （一般 10対1入院基本料、一般 13対1入院基本料）

※ 算定する特定入院料の例

－地域包括ケア病棟入院料 （地域包括ケア病棟入院料1～4、地域包括ケア入院医療管理

料1～4)

－回復期リハビリテーション病棟入院料 （回復期リハビリテーション病棟入院料1～
6) 

2 
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慢性期 機 能

0 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

0 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジスト

ロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から慢性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。

・一般病棟入院基本料（地域一般入院料1～3)

・専門病院入院基本料（一般13対1入院基本料）

・療養病棟入院基本料（療養病棟入院料1～2)

※算定する特定入院料の例

－特殊疾患入院医療管理料

－特殊疾患病棟入院料（特殊疾患病棟入院料 1～，2)

［·：：~竺了病棟入院料（糊包括吋棟入院ト

3 
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2-2.ご報告いただく医療機能の時期

各病棟の病床が担う医療機能は、下表に示す時点ごとに、それぞれ選択し、ご報告いただき

ます。

※ 平成 30年度の病床機能報告から、 2025年時点の医療機能の報告が必須となりました。

時点 回答の仕方

2020 （令和2）年7月1 2020 （令和 2）年7月1日時点で当該病棟が担つ医療機能について、い
日時点の機能 ずれか1つ選択してご記入ください。

2025年7月1日時点の機 2025年7月1日時点で当該病棟が担う予定の医療機能について、いずれ
能（必須） か1つ選択してご記入ください。

2025年7月1日時点の病 2025年7月1日時点で当該病棟に予定している病床数について、ご記入
床数（必須） ください。

2025年ア月 1日までに 2025年ア月 1日時点の病床の機能の予定に向けて、変更予定がある場合
変更予定がある場合 は、その変更予定年月、変更後の機能、変更後の病床数についてちご記

入ください。

2-3.医療機能の選択における基本的な考え方

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか 1つ選択して報告することとされ

ていますが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、下図のように当該病棟

において最も多くの割合を占める患者に相当する機能を報告することを基本とします。

なお、病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、地域に

おける医療機能の分化・連携を進めることを目的として行われるものであり、病床機能報告にお

いていずれの医療機能を選択されても、診痕報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものでは

ありません。

ある病棟の患者構成イメージ

A病棟

B病棟

C病棟

圃園圃 ｜

各々の病練については、

。 「高度急性期機能J

O「急性期機能」

。 「回復期機能J

D病棟 慢性期機能の患者 ID「慢性期機能J

として報告することを基本とします。
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2-4.医療機能の選択における留意点

診療報酬上では、看護人員配置が手厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待され

て 点 数 が 設 定されておりますが、病床機能報告においては、看護人員配置が手厚い場合であって

も、実際に提供されている医療機能を踏まえてご報告いただきます。

0 下表に掲 げる高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、 扇

度急性期機能及び急性期機能以外の 医療機能を適切に選択してください。なお、下表に掲げ

る医療を全く提供していないにちかかわらず、高度急性期機能文は急性期機能と報告される

場合は、下表に掲げるちの以外にと、のような医療行為を行ったのかを別途、ご報告いただく

必要があります。

高度急性期・急性期に関連する医療行為は、以下に掲げるちの。

力テゴリ 具 体 的 な 項 目 名

分娩
分娩（正常分娩、帝王切開を

含む、死産を除く）

手術（入院外の手術、輸血、
全身麻酔の手術 人工心肺を用いた手術

幅広い手術
輸血管理料は除く）

胸腔鏡下手術 腹腔鏡下手術

悪性腫療手術 病理組織標本作製 術中迅速病理組織標本作製

放射線治療 化学療法
がん患者指導管理料イ及び

ロ

がん・脳 卒中・心筋 抗悪性腫湯剤局所持続注入
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫

超急性期脳卒中加算
湯剤肝動脈内注入

梗塞等への治療 脳血管内手術 経皮的冠動脈形成術 入院精神療法（ I)

精神科リエゾンチーム加算 認知症ケア加算1 認知症ケア加算2

精神疾患診療体制加算1及び 精神疾患診断治療初回加算

2 （救命救急入院料）

八イリスク分娩管E勤日算
八イljスク妊産婦共同管理

救急搬送診療料
料（II)

観血的肺動脈圧測定 持続緩徐式血液j慮過
大動脈JCJレーンパンピンク、

重 症 患 者への対応
i去

経皮的循環補助法（品。〉アカテー 補助人工心臓・植込型補助 頭蓋内圧持続測定（ 3時間

11~を：用いたちの） 人工心臓 を超えた場合）

人工，L、肺 副長父換療法 吸着式血液浄化法

血球成分除去療法

院内トリア一三；；実施料
夜間休日救急蹴差医学管理

救急医療管1勤日算1及びZ
料

救急医療の実施 在宅患者緊急入院診療加算 救命のための気管内挿管
体表面ペーシンク‘法文は食
道ペーシンク、法

非開胸的1C1、マッサージ カウンターショック 心膜穿刺

食道圧迫止血チュープ持入法

中心静脈注射 呼吸，b拍監視 酸素吸入

観血的動脈圧測定（ 1時間を ドレーン法、胸腔若しくは 人工呼吸（ 5時間を超えた

全身管理 超えた場合） 腹腔洗浄 場合）

人工腎臓、腹膜濯流
経管栄護・薬剤投与用力ァ

ーテル交換法
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0 特定機能病院における病棟については、一律に高度急性期機能を選択するものではありませ

ん。「2-3.医療機能の選択における基本的な考え方jをご参考のうえ、個々の病棟の役

割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

0 「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療』を提供している場合には、現状におい

て、リハビリテーショシを提供していなくても回復期機能を選択できることとされていま

す。回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテ

ーション機能」のみに限定するちのではありません。

0 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は回復期機能

を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の

役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

2 -5.病棟の統廃合等を予定している場合の留意点

医療機能は、現状のみならず「2025年 7月 1日時点における病床の機能の予定Jについて

もご報告いただきます。その際、今後、病棟構成の変更（医療機関の統合を含む）を予定してい

る場合は、以下の点にご留意ください。

今後、病棟再編などにより現在の病棟を複数に分割する場合には、分割時に多く残す機

能のご予定を「2025年7月1日時点における病床の機能の予定Jとしてご報告くださ

。
、‘，

『

U

病棟の統合予定がある場合は、統合前の全ての病棟について、「2025年 7月 1日時点に

おける病床の機能の予定Jには同一の医療機能を選択し、自由記入欄に「O年O月に0

0病棟、 00病棟と統合予定」など、コメン卜をご記入ください。

病院の統合予定がある場合ち同様に、現時点でご回答しλただける範囲で、「2025年 7月

1日時点における病床の機能の予定Jについて、病棟ごとにご回答ください。その際、自

由記入欄にち、状況について詳細にご記入ください。
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3.有床診療所

3 -1.有床診療所における医療機能について

有床診療所については、施設全体を 1病棟と考え、施設単位でご報告いただきます。医療機

能については、下表の4つの中から 1つをご選択ください。

※ 有床診療所には様 な々患者が入院していることを踏まえてご回答ください。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
0急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を

提供する機能

急性 期 機 能 0急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

0急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供
する機能

回復期機能 0特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL 

の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能

（回復期リハビリテーシヨン機能）

0長期にわたり療養が必要な患者をλ院させる機能
慢性期機能 0長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジス卜

口フィー患者又は難病患者等を入院させる機能

有床診療所は、病床数が 19床以下と小規模であり、また、地域の医療二一ズに対応して多

様な役割を担っていることを踏まえ、以下のような機能の選択の例が考えられます。

（例）

産科や整形外科等の単科で手術を実施している有床診療所→急性期機能

在宅患者の急変時の受入れや急性期経過後の患者の受入れ等、幅広い病期の患者に医

療を提供している有床診療所→急性期機能文は回復興月機能のいずれか

病床が全て療養病床の有床診療所→慢性期機能

3-2.有床診療所の病床の役割として担っている機能について

有床診療所については、医療機能とは別に、有床診療所の病床の役割として担っている機能

について、次の①～⑤よりご選択のうえ、ご報告いただきます（複数選択可）。

① 病院からの早期退院患者の在宅 ・介護施設への受け渡し機能

② 専門医療を担って病院の役割を補完する機能

③ 緊急時に対応する機能

④ 在宅医療の拠点としての機能

⑤終末期医療を担う機能
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1.病床機能報告制度について

1-1.病床機能報告制度の概要

病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（平成 26年法律第 83号）により改正された医療法（昭和 23年

法律第 205号）第 30条の 13に基づいて実施する制度です。

＜参考＞

0 医療法（昭和 23年法律第205号）（抄）

第三十条の三 （略）

2 （略）

六地域における病床の機能（病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。

以下同じ。）の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する

基本的な事項

3 （略）

第三十条の三の二厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するため

に必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の

開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるとごろにより、同項の規定による報告の内容その他の必

要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の十三病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するちの（以下「病床機能報告対象病院等J
という。）の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところ

により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分（以下「病床の機能区

分jという。）に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなけ

ればならない。

一厚生労働省令で定める日（次号において「基準日Jという。）における病床の機能（以下「基準目病床機

能」という。）

二基準日から厚生労働省令で定める期聞が経過した日における病床の機能の予定（以下「基準日後病床機

能jという。）

三当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四その他厚生労働省令で定める事項

2 . 3 （略）

4都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表

しなければならない。

5都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定によ否報告をせず、又は虚

偽の報告をしたときは、期聞を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその

報告を行わせ、文はその報告の内容を是正さぜることを命ずるごとができる。

6都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開

設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表すミることができる。

第九十二条第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

※ 法律上は、医療機聞から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のた

め、厚生労働省は株式会社三菱総合研究所に、事務局機能、全国共通サーパの整備等を一部業務委託し

ています。
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1-2.報告対象となる医療機関の範囲

1）報告対象となる医療機関

令和2年7月1日時点で一般病床・療聾病床を有する病院及び有床診療所｛診療所・歯科

診療所）は、報告対象です。

※ 許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているちのの休床中の医療機関、健診や治験、母体保

護法にもとづ‘く利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関ち報告対象となります。

ただし、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所（診療所・歯科診療所）であっ

てち、下記2）における「 c.J、 「d.J、 「e.Jに該当する場合は報告対象外となり

ます。

※ 一般開放している場合は、自衛隙病院等ち報告対象となります。

2）報告対象外となる医療機関

以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和2年度病床機能報告の

実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、 『報告対象外医療機関』

申告書記入要領に従って『報告対象外医療機関』申告書の所定項目にご記入のうえ、 11月

30日（月）まで（必着｝に事務局あてにご提出ください。

a.一般病床・療聾病床を有していない医療機関

※ 許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関

b.都道府県に金許可病床を返還済み又は令和3年3月31日までに返還予定（無床診療所

に移行予定）である医療機関

c.特定の条件に該当する医療機関

0 刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関

（宮内庁病院）

0 特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機

関でないちの（地域における病床の機能分化・連携の推進の対象とはならないちのであ

るため、病床機能報告を省略しても差し支えありません。）

※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等であってち報告対象となります。

d.休院・腐院済み又は令和3年3月31日までに休院・腐院予定である医療機関

e.令和2年7月2日以降に新たに開設した医療機関
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1-3.報告対象となる病棟の範囲

1）病院における報告対象病棟

病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をちって病棟と取り扱いま

す。ただし、特定入院料（※）を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を

満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします。

※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケア入院医療管理料1～4を算定する場合

は除きます。

病院においては、医療法第7条第1項から第31頁にちとづいて開設許可を受けている一般

病床・療養病床を有する病棟のみが報告対象となります。また、許可病床として一般病床・

療養病床を有する病棟の場合は、休棟中の病棟であってち「病棟票Jの作成が必要となりま

す。

精神病床のみの病棟等は報告不要ですが、その場合にち「施設票jには、一般病床・療養

病床以外の病床を含む貴院の全病床を対象としてご回答ください。なお、基準病床数制度に

おいて特例とされている特定の病床等ち含めてご報告ください。

2）有床診療所における報告対象病棟

有床診療所については施設全体を 1病棟と考え、施設単位でご報告ください。

また、有床診療所においては「医療機能」、 「有床診療所の病床の役割J、 「病床数」 、

「人員配置J、 「入院患者数J、 「具体的な医療の内容に関する項目j等の一定の項目に限

りご報告が必須となり、それ以外の項目については任意項目となります。なお、全病床が休

床中である有床診療所においてち、下記にしたがってご報告いただく必要があります。

【全病床が休床中である有床診療所の報告方法】

①以下のいずれか文は両方に該当する場合は、全ての必須項目について報告する必要があります。
・令和2年 7月 1日時点で地方厚生（支）局長への入院基本料の届出がある場合
－令和元年 7月 1日～令和；2年 6月 30日の期間に稼働病床がある場合

②入院基本料の届出がなく、過去1年間の稼働病床がない有床診療所は、 「報告様式1Jにおいて
は以下の項目の報告は不要ですが、それ以外の必須項目については報告が必要です。

「7.職員数Jのうち、 「②入院部門の職員数j

「9.入院患者数の状況J

※ 「5.許可病床数・稼働病床数』のうち、稼動病床数は必須項目ですが、当詰欄にゼ口を記入する場合

でち、今後、線働の予定がある場合や、その他入院患者の受入れを再開する可能性がある等の場合は、

必要に応じて自由記入欄にその旨をご‘記入ください。
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2.報告様式の入手か6提出までの流れ

2 -1.報告様式の種類

ご提出いただく様式は、 「報告様式 1Jの1種類になります。

また、今年度より調査専用 WEBサイト上のフォームにてご報告いただくことが可能にな

りました。なお、紙媒体をご希望される医療機関は紙媒体によるご提出ち引き続きご選択

いただけます。

報告栂式の種類 報告項目

病院用［基本票・施設票・病棟票］ I各病棟の病床が担う医療機能

報告栂式1 Eその他の具体的な項目
有床診療所用 E 構造設備・人員配置等に関する項目等

2 -2.報告までの流れ

報告様式1の入手方法と提出方法（概要）は以下のとおりです。詳細は該当ペーラを参照

してください。

WEBサイト上のフォームからの報

告を希望する医療機関（推奨）

紙の様式を希望する医療機関

＝争

＝争

入手方法

調査専用サイト上で直接入力

(P.8参照）

紙媒体入手希望申告書を提出

(P.11参照）

4 

提出方法

調査専用サイト上で報告

(P.8, 11参照）

記入済の紙媒体を返信用封筒にて

郵送（ p .12参照）
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｜ 病床機能報告に関する作業の概要

1.報告様式と報告期限の全体像

報告いただく様式 報告様式1

報告期間 提出期間：

（提出期限） 令和2年10月1日（木）～11月30日（月）

※ご提出いただいた報告内容に疑義がある場合

には、修正と再提出（12月1日以降）をご依頼

することがあります。

2.作業フローの全体像

－遭且呈逼盟国 ～本日よりご対応いただきたいこと～

－下記のA、Bのいずれかに該当するかどうかを確認してください。
A：報告対象医療機関に該当しない場合（注1)

B：インターネット環境が整っていないためWEBフォームを用いて報告できない医療機関
等、紙媒体での報告を希望する場合

－該当する場合は、それぞれ以下のご対応をお願いいたします。

A（こ鼓当： 11月30日（月）までに、同封の「令和2年度病床機能報告「報告対象外医療機関」
申告書jをご提出ください。 STEP2以降のご対応は不要です。

Bに該当：「令和2年度病床機能報告紙媒体希望申告書Jをご提出ください。 （注2)
（注1）報告対象医療機関の定義については、報告マニュアル②の2ページをご参照下さい。

なお、昨年度から定義の変更はありません。
（注2）記入方法等については「紙媒体希望申告書 記入要領」をご参照下さい。

m::II彊Ell・～10月1日（木）よりご対応いただきたいこと～．．． 
令和2年度から、原則、調査専用サイト上のWEBフォームを用いてご報告いただきます。

10月1日（木）に、報告用WEBサイト（調査専用サイト）を開設します。

調査専用サイトにアクセスし、WEBフォームにて入力作業を開始してください。

提出ち調査専用サイト上で行うことが可能です。

調査専用サイトのURしおよびロクインID、パスワードは送付状に記載されています。

E霊園霊E～11月30日（月）までにご対応いただきたいこと～

10月1日（木）より、調査専用サイト上で報告様式の受付を開始します。

11月30日（月）までに必須項目の入力を完了し、提出をお願いします。

－罰同型圃 ～12月1日（火）よりご対応いただきたいこと～

提出いただいた報告様式に疑義がある場合には、事務局よりお問合せすることがあります。

修正が必要な場合には、 12月31日（木）までに修正を完了し、提出をお願いします。

※12月28日（月）以降に提出いただいた場合、事務局からのご連絡は年明け以降になります。

5 
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2-3.報告における留意点

－ 「／1＼本マこユアルの送付状に記載されている『医療機関ID』 ・ 「 収ワード」は、 ご報 ； 
l一一告、修正の際に必要となります。令和3年3月末まで大切に保管してください。 『

また、報告様式1を提出した後に報告内容に修正があった場合は、当該部分をご修正 t

のうえ、再度ご提出ください。

I ※同一医療機関から報告期間内に複数回の報告があった場合、最後にご報告いただいた情報を正式なデー ）

タとして取り扱います。 ,• 
Fー回目回目ーーーーーーーー’

報告様式1には、 「病院用Jの様式（基本票・施設票・病棟票で構成）と「有床診療所用Jの

様式（有床診療所票で構成）があります。貴院の施設種類に応じて正しい様式をご選択のうえ、

ご報告ください。

2-4.報告期限

報告様式1の報告期限

報告様式1の締め切りは、 11月30日（月） （必着）です（10月 1日（木）受付開始）。

提出された報告内容においてデータ不備が確認された場合、随時、事務局からデータ不備内

容の修正依頼を行います。報告様式1において、報告担当者のメールアドレスをご記入いた

だいている場合は、原則、 Eメールによるご連絡となります（無記入やご連絡がとれない場

合等は電話）。データ不備の修正については、 12月31日（木）まで（必着）に事務局あて

にご提出ください。

※ データ不備の修正においては、修正箇所のみで私く、報告様式一式を再提出いただく必要があります。

6 
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3.報告項目の概要

3 -1.報告様式1における報告項目の概要
※ 詳細は「報告様式1記入要領jをご覧ください。

1) 「I医療機能の選択における考え方」について

※ 報告マニュアル①基本編をこ参照ください。

2) 「E その他の具体的な項目』の「①構造設備・人員配置等に関する項目』について

病棟ごとに各報告項目についてご回答ください。

項目例 闘査対象時点

許可病床数 令和2年7月1日時点

令和元年7月1日～令和2年6月30日の
稼働病床数

1年間

算定する入院基本料 ・特定入院料 令和2年7月1日時点

看護師数、准看護師数、看護補助者数、助産師数等 II 

主とする診療科 II 

令手口元年7月1日～令和2年6月30日の
新規入棟患者数、在棟患者延べ数、退棟患者数等

1年間

入棟前の場所別の新規入棟患者数、退棟先の場所別
II 

の退棟患者数等

なお、有床診療所の報告項目は、「許可病床数」、「稼働病床数J、「人員配置J、「入院患者

数J、「主とする診療科J等の一定の項目に限り必須となり、それ以外の項目については任意

項目となります。
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4.具体的な事務手続

4-1.報告様式等の入手

1）調査専用ザイト上で直接入力する場合（推奨）

今年度より、調査専用サイト上のWEBフォームより直接入力することが可能です。調査専

用サイトのURLは依頼状に記載されています。また、下記の厚生労働省ホームペーラ上のリ

ンクからちアクセスするごとが可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf /seisakunitsuite/bunya/0000055891. html 

（厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療＞病床機能報告）

① 「政策についてjをクリックし、「分野別の政策一覧Jをクリックしてください。

ー・圃ーーーーーーー・
A ・ mコロ門イル2••···－←!iJLn幽州，.，，....，， 1...... nn rnv1n町 四

...... -..・・”、n.，.，ヲイ劇'2・盆•tta 幽・奮闘・・＇＂・~.. Ar・・Hァー、UT僧－ r.1:>• －·‘，~.・u

• " W 三，......＂＂世間T.&•G•llll9~~1.\T"ID.Y.•亀山内RT

，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．圃．．．．．．．．．．．．．圃．．．．．．． 
_______ ! 「政策についてJをクリツクし i

L－圃－圃圃－圃－－－－－－－－．－－．圃E亡込 i引一ジ

ro”野駒田ー・’ーー ’岨蜘a•－・ ・・岨M 刷酬申輔‘・・・・咽圃園田・圃， －ー・・ー圃ー－ F園田園ーーーーーーーー圃・・・・－ーーー・圃．.-;.-.ii.，，.－－～～～～J 「分野別の政策一覧 jをクリッ i
’ 担問削開H iクしてページヘ移動 l 

ー・・圃圃・ーーーー－－ーーーーーーー・・－・

② 「医療Jをクリックしてください。

分野別の政策一覧

l健庫・医窟

，ーー．
· ~ · :f:!.Eli ’ i=： ・ ~旦 ・同日間開・ 日5!.主 ・ s

－、、、、
‘・‘・..』l子正志・子盲て -............ _ 

ー‘・、、、
‘・・．． ‘・．、、

‘・．‘・・
‘・．句、色

、句、 7・ーーーー・圃・ーーーーーーーーーーーー－.
司、......! 「医療jをクリックしてページ i

iヘ移動 ! 
・－ーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーー」
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⑤ ペーラ中部の「施策情報」から「病床機能報告制度」をクリックしてください。

施策情報

T 

｜二コl＇ア

・止立主ニ

⑥ 「病床機能報告Jペーラ中部の「調査専用サイトJURLをクリックし、調査専用サイトに

アクセスしてください。

i , • fllJTJタつンロー ト . I ＇.）ロー ト ·1~n当mサイ ｜

行 JてくだJい

. .！！＇..」t二4ι

• fl;三五笠

ダウンロード

l報告マニュアル

・ 伸~－，－ ，， ·JL1 rrτ ＂：. r刊 ;fh＿発 r•Ttr>宇 .＜ nkついTI POI ff A 白 Ltltl ~ OI

・輔~ r二 、JJl l 附， If,l, J』坐L
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⑤ 遷移先の調査専用サイトにログインしてください。

｜厚生労働省側2年度 鯨 鵬 舵 ｜ 
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隠喰償問 ID

’＇ . 

八スワート

お問い合わ也先

令制2年喧富岡

⑥ 画面右の「報告をはじめるJをクリックして、報告様式の作成をはじめてください。

以降の操作手順の詳細は、記入要領をご確認ください

~－1. 

｜盟悩知ら管

。2020年10月1日史蜘l令相2年康嗣庫川舵・6吉開胞の畠知告ぜl 区 ずげJ~

00000000000000000000000υ00000000 r,:; an 

00000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000000000000 

r,:; x.xx岡山町栴叫M 山山鴨川泊、

巴 x、，相 XX.＜叫M 山 H 削 )l:X:JXXX)..X

。2020隼10月1日史蜘00000000000000000000000000000000
r,:; xYYXX.≫.X削）；AJ:Xll'.ll'.ICW.Xx;u，間足

00000000000000000000000000000000 r,:;刷 Xl(),l('.Xll.l(.()C叫問削白川、同町瓦

0000000000000000000000000000。00000000000000000000000

~~幽泊山政岨面白臥首脳♀伯尚

i画面右のf報告をはじめるJをク山クして、1
1報告様式の作成をはじめてください． ’ 

E 以降の操作手JI頃の詳細は、記入要領をご確認

: ください。

r,:; >u.XXX<.>Ot＂異端剛山山刷、....

r,:; ＂＇＇＂＂＂＂＂鴨川）（ JIVIC).'.OCX'l:ll;

r,:; ....... , ..... ＂＂＂＂時＂＇

........ , R 

※画面イメージは開発中のちのです。実際の調査画面とは異なる場合があります。
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2）紙媒体を希望する場合

今年度より、病床機能報告は原則、調査専用サイト上の WEBフォームを用いてご報告い

ただきます。ただし、インターネット環境が整っていないため WEBフォームを用いて報告

できない医療機関等、やむを得ない場合は、事務局から紙媒体報告様式を郵送いたします。

紙媒体報告様式の郵送を希望される場合には、「紙媒体希望申告書』の所定項目にご記入

のうえ、郵送または FAXにて紙媒体入手希望受付窓口ヘご連絡ください（電話不可）。

ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式発送は、 10月 2日（金）以降に開始す

る予定ですが、ご希望の受付から発送までに5～10富業日程度の期間を頂戴する場合があ

ります。あらかじめご了承ください。

4-2.報告様式の記入・不備の確認

WEBフォームを用いて入力いただく際、不適切な入力内容や報告内容の不整合を機械的

に判定し、必要に応じて警告が表示されます。内容を確認したうえで、報告内容に不備がな

いことをご確認ください。

4-3.報告様式の提出

1）調査専用ザイト上で入力いただいた場合

入力を行った調査専用サイト上にて、そのまま提出いただけます。

なお、調査専用サイトにおけるセキュリティ対策については次のとおりです。

4惨事前に配付された医療機関 ID及びパスワードによるユーザ認証を行い、調査専用サ

イ卜への不特定者からのアクセスを制限します。

・病床機能報告様式データの流出リスクに対しては、医療機関とのインターネット経由

のデータ送受信を政府推奨暗号化アルゴリズムのSs L通信で暗号化することにより

防御します。

.調査専用ザイト環境において適切な負荷分散などを行い、アクセス集中による障害・

遅延を回避します0

・ 障害などによる調査専用サイト上のコンテンツやデータの消失リスクに対しては、パ

ツクアップ及び遠隔地保管の措置を講じます。

11 

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



2）紙の様式を郵送する方法

インターネット環境が整っていない等の理由によりWEBフオームを用いて報告できない

医療機関は、 11ペーラの4-1 2）の方法で紙媒体を入手し、報告内容をご記入の上、紙媒

体送付時に同封されている返信用封筒を使用しご送付ください。提出いただく紙媒体の写し

は、令和3年3月末まで各医療機関にて保管いただきますようお願いいたします。

なお、 FAXによる報告椴式のご提出は受け付けておりません。

【送付先｝

干103・8790東京都中央区日本橋3丁目13番5号KDX日本橋313ピル5階SRC内

厚生労働省「令和2年度病床機能報告j事務局

※返信用封筒に印字されています

5.疑義照会窓口

病床機能報告の報告作業におけるご不明点に関する疑義照会窓口は、下記のとおりです。

疑義照会内容を正確に把握するため、 電話またはFAXにてお問い合わせください。 FAXでの

お問い合わせに当たっては、医療機関 ID※、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必

ずご記載ください。

本報告マニュアル、各報告様式の記入要領等の各種関連資料をご参照いただいたうえで、

それでちなお不明な点がある場合にお問い合わせください。また、病床機能報告の対象医療

機関以外からのお問い合わせには回答ができまぜん。あらかじめご了承ください。

※ 医療機関 IDは送付状に記載されています。

厚生労働省 『令和2年度病康機能報告」事務局

（委託先：株式会社三菱総合研究所）

蝿麗照会窓口

電話（フリーコール） 0120-989-459 ［平日9:30～17:30受付］

FA× 0 3 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付］

※ FAXでのお問い合わせに当たっては、医療機関 ID、医療機関名、担当者名、所在地、

電話番号を必ず記載のうえ、お問い合わせください。

12 

以上
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令和2年度病床機能報告「報告対象外医療機関j 申告書

※本申告書は、令和2年度の報告が『対象外jとなる医療機関のみご提出ください。 FAX: 03・6826・5060

。貴院名

。ID （報告ヒli'J~送付状

に記載の8桁コード）

一T

。医療機関住所

一一一時
道包絡先

［ 電話軒

I F~ 
I j -! 

市外i I -l I i 
古 M I 
'1'7r I 

局番i @1 

1.貴院の［令和2年7月1日時点】における病院・有床診療所の種別、一般病床あるいは療養病床の許可病床の有無、一般病床あるいは療養病床の許可病床がある場

合の［休院・廃院】あるいは［全許可病床を返還（無床診療所ヘ移行）】の実施（予定）についてご記入ください。

1.病院 2.有床診療所 該当番号司（1)1仁コ
1.有り 2.無し 該当番制2）仁コ

許可病床数（一般病床） 該当番号司（3) l床

許可病床数（療養病床） 該当番号司（4)1 I床

1.休院・廃院j斉又は予定 2.全許可病床を返還済み又は予定

3.休院・廃院、全許可病床の

返還の実施（予定）なし

実施（予定）がある場合

の実施（予定）年月
月令相

2.令和2年度病床機能報告で報告対象外となる以下の医療機関に該当するか否かについて、ご記入ください。

1.刑事施設等や入国収容所等の中に設けられた医療機関 2.皇室用財産である医療機関（宮内庁病院）

3.特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機関でない医療機関

4.一般開放されていない病床のみの自衛隊病院等 5.自衛隊医務室

6.上記のいずれにも該当しない 該当番号司（6仁1
。上記の回答が以下のいずれかに該当する場合、令和2年度病床機能報告は『報告対象外』です。

・1. 一②が「2.無しJの場合

. 1. ー④で（令和2年度中に） r 1.休院・廃院済文は予定Jまたは

「2.全許可病床を返還済み又は予定Jの場合

. 2.報告対象外となる「 1J～「 SJのいずれかに該当する場合

※「休床Jでも許可病床を返還していない場合、本報告の『対象』となります。

※「報告対象』の医療機関は、本申告書の提出は不要です。

《設聞は以上になります。ご困答、誠にありがとうご古いました。》
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令和 2年度病床機能報告

『報告対象外医療機関』申告書記入要領

目 「報告対象外医療機関』申告書の概要

(1) 『報告対象外医療機関』申告書の目的

この「報告対象外医療機関J申告書は、令和 2年 10月からの令和2年度病床機能報告において報告

対象外医療機関である場合にご提出いただくちのです。 「報告対象外医療機関J申告書の所定項目にご

記入のうえ、11月 30日（月）まで（必着）に事務局あてにご提出ください。

「報告対象外医療機関」申告書の提出が必要な場合

0 令和 2年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関のうち、報告対象外医療機関である場合

(2) 「報告対象外医療機関』申告書の提出方法

「報告対象外医療機関J申告書のご提出は、以下の方法により行うことが可能です。

（「報告対象Jの医療機関は、ご提出は不要です。）

「報告対象外医療機関J申告書の提出方法について

同封の「報告対象外医療機関申告書Jまたは調査専用サイトからタウンロードした Excelフ

ァイルヘ記入し、 Excelファイルの場合にはお手元でご印刷いただいた上で、同封の返信用

封簡にて郵送または FAXにて提出

(3）疑義照会窓口

「報告対象外医療機関」申告書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓口までお問い合わ

せください。

「令和 2年度病床機能報告」事務局 疑義照会窓口（委託先：株式会社三菱総合研究所）

電話（フリーコール） 0120-989-459 ［平日 9:30～17:30受付］

FAX番号： 03 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付］

※番号のお間違えには十分ご注意ください。

園 記入の手引き

・貴院の医療機関名称、や、事前に送付する案内文書に記載されている医療機関 ID、医療機関住所、

本報告のご担当者、施設種別、許可病床の有無等について、施設管理者および事務部門の担当者がご

記入ください。

。貴院名 ｜ 貴院の医療機関名称をご記入ください。

。ID （報告マ二ユア ｜ 本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が回字されている用紙

ル送付状に記載の8 ｜に記載されている医療機関ID （数字8桁）をご確認のうえ、ご記入ください。

桁のコード）

1 
裏面ちご確認ください＝争
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。医療機関住所

。回答者

1.病院・有床診療所

の種別

①病院・有床診療所

の種別

②一般病床または療

養病床の許可病床

の有無

③許可病床数

④令平日2年度中に休

院・廃院・全許可

病床を返還する予

定

2.報告対象外となる

医療機関

。病床機能報告の報告

対象判定

(Excelでご‘回答の場

合）

貴院の郵便番号、所在地をご記入ください。

報告内容についてお問合せする場合がありますので、ご担当者の氏名および部署名、電

話番号、 FAX番号、 e-mailアドレスについてご記入ください。

令和2年7月1日時点における貴院の病院・有床診療所（診療所・歯科診療所）の種別を

ご記入ください。

令和2年7月1日時点における、貴院の病院・有床診療所（診療所・歯科診療所）の種

別をご記入ください。

令和2年7月1日時点におけ否、貴院の一般病床または療養病床の許可病床の有無をご

記入ください。

許可病床とは、令相2年7月1日時点で、医療法第7条第1項から第3項にちとづいて

開設許可を受けている病床をいいます。基準病床数制度で特例とされている特定の病床等

ち含めて有無をご判断ください。また、一般病床あるいは療養病床を有しているちのの休

床中の病床、医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての

医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等での入院者、介護保

険の対象である介護療養病床における医療等を行う病床についてち、 「有りJとしてご回

答ください。

【上記②の許可病床が「 1.有りjの場合】

令和2年7月1日時点における、貴院の一般病床、療養病床それぞれの許可病床数をご

記入ください。

［上記②の許可病床が「 1.有りJの場合】

休院・廃院済みである、文は全許可病床を返還（無床診療所へ移行）済みである、ちし

くは令和2年度中に休院・廃院、または全許可病床を返還予定である場合には、該当番号

を選択の上、実施年月または予定年月をご記入ください。

※ 「休院」は、入院の取扱いがない「休床」とは異なります。

令平日Z年度病床機能報告において、報告対象外となる「 lJ～「SJのいずれかに該当

する医療機関である場合、当てはまる選択肢をご回答ください。いずれにち該当しない場

合（報告対象の医療機関である場合）は「6.よ記のいずれち該当しない」を選択してく

ださい。

なお、 「3Jについて、特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機

関であって、保険医療機関でないちのについては、地域における病床の機能分化・連携の

推進の対象とはならないちのであるため、病床機能報告を省略してち差し支えないことと

されています。

また、自衛陣病院等であって也、一般開放している場合は報告対象となります。

Excelファイルの「報告対象外医療機関」申告書でご回答の場合は、上記の1および2の

ご回答結果をちとに、 f病床機能報告の報告対象判定Jの欄に「報告対象Jまたは「報告

対象外jのいずれかが表示されます。

【報告対象外となる場合】 （以下のいずれか）

. 1. 一②が「2.無しjの場合

. 1. ー④で令和2年度中に「 1.休院・廃院済又は予定jまたは

r 2.全許可病床を返還済み又は予定jの場合

・2.報告対象外となる「 lJ～「SJのいずれかに該当する場合

2 
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令和2年度病床機能報告

FAX: 03-6826-5060 

令和2年度病床機能報告紙媒体希望申告書

・報告様式の紙媒体を希望される医療機関は、以下の項目をご記入いただき、郵送もしくはFAXで申請をしてください。

事務局より紙媒体の報告様式をお送りいたします。

・この用紙は報告様式ではありません。

。貴院名

。医療機関ID

（送付状に記載の8桁コード）

。医療機関白庁

ふりがな
。回答者

氏 名

部署名

連絡先 電話番号 1::1 
。病院・有床診療所の種別 1.病院 2.有床診療所該当番号＝今（1)

塑匿金担金、
報告対象病棟数

（※有床診療所は記載不要）

病棟
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令和2年度病床機能報告

紙媒体入手希望申告書記入要領

目 紙媒体入手希望申告書の概要

(1）紙媒体入手希望申告書の目的

病床機能報告は、原則、調査専用サイト上の WEBフォームを用いてご報告いただくこととなりまし

た。ただし、インターネット環境が整っていないため WEBフォームを用いて報告できない医療機関

等、やむを得ない場合は、事務局から紙媒体報告様式を郵送いたします。ご連絡いただいた医療機関へ

の紙媒体の報告様式発送は、ご希望の受付から発送までに5～10嘗業日程度の期間を頂戴する場合があ

ります。あらかじめご了承ください。

(2）紙媒体入手希望申告書の提出方法

紙媒体入手希望申告書へ記入し、同封の返信用封筒にて郵送または FAXにて（ 3）の窓口へご提出

ください。

(3）疑義照会窓口

紙媒体入手希望申告書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓口までお問い合わせくだ

さい。

「令和2年度病床機能報告J事務局疑義照会窓口（委託先：株式会社三菱総合研究所）

電話（フリーコール） 0120-989-459 ［平日 9:30～17:30受付］

FAX番号： 03 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付］

※番号のお間違えには十分ご注意ください。

裏面ちご確認ください＝今
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目 記入の手引き

園 貴院の医療機関名称、や、事前に送付する案内文書に記載されている医療機関 ID、医療機関住所、本

報告のご担当者、病院・有床診療所の種別について、施設官理者および事務部門のご担当者がご記入く

ださい。

。貴院名 ｜ 貴院の医療機関名称をご記入ください。

。ID （報告マ二ユア ｜ 本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている用紙

ル送付状に記載の8 ｜に記載されている医療機関 ID （数字8桁）をご確認のうえ、ご記入ください。

桁のコード）

。医療機関住所 ｜ 貴院の郵便番号、所在地をご記入ください。

。回答者 ｜ 報告様式をお受取りいただくご担当者の氏名および部署名、電話番号についてご記入く

ださい。入手希望申告書に記載の内容についてお問合せをする場合があります。

。病院・有床診療所の ｜ 令和2年7月1日時点における貴院の病院・有床診療所（診療所・歯科診療所）の種別を

種別 ｜ご記入ください。

また、施設種別が［病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らせいた

だく必要があるため、報告対象となる一般病床または療養病床を有する病棟数をあわせて

ご記入ください。

※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の1単位をちって病棟と取り扱いま

す。ただし、特定入院料（特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケ

ア入院医療管理料1から4を算定する場合は除きます。）を算定する治療室・病室につい

ては、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をちって病棟として取り扱います。ま

た、休棟中の病棟であっても許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は、 「病棟

票」の作成が必要です。

2 
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